
障障発第0929002号

平成１６年９月２９日

都道府県

各 指定都市 障害保健福祉担当部（局）長 殿

中 核 市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長

「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」

及び「身体介護が中心である場合」の適用関係について

平成１６年１０月１日より、居宅介護支援費の単価区分として新たに「通院等のための

乗車又は降車の介助が中心である場合」が設けられたところである。この実施に伴う留意

事項については 「 指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留、「

意事項について」の一部改正について （平成１６年９月２９日障発第0929003号厚生労働」

省社会・援護局障害保健福祉部長通知）によりお示ししたところであるが、今般 「通院、

等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の

適用関係について別紙のとおり整理したので、御了知願いたい。

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定に基づ

く技術的な助言であることを申し添える。








